
通所サービス事業所用 

令和５年度 地域リハビリテーション活動支援事業 

この事業では、リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）が、 

通所サービス事業所に出向き、上記のような悩みを抱える通所サービス事業所の職員に

対し、介護予防のための運動について正しい知識と技術を提供したり、 

障がいや認知症のある利用者への支援の方法などの助言を行ったりします。 

リハビリ専門職のいない通所サービス事業所の職員（浜松市内）
※利用者へのサービス提供は行いません。 

リハビリ専門職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）による 
①効果的な運動プログラムの提案 
②自立支援に携わる介護職員等への助言 

１時間程度 
※１事業所、年１回のみとします。 

無料 

浜松市内の通所サービス事業所 

『地域リハビリテーション活動支援事業（通所サービス事業所用）』の申請内容欄に
必要事項を記入し、高齢者福祉課へＦＡＸまたはメールにてお申込みください。 
（※）事業実施後、かんたんな報告書を提出していただきます。 

お問い合わせ・申込先 

浜松市役所 高齢者福祉課 地域包括ケア推進グループ 
電話番号 053-457-2361   FAX 番号 053-458-4885
E メール kourei@city.hamamatsu.shizuoka.jp

申込等に必要な様式は、
市ホームページに 
掲載しています。 

指示の入りにくい方には、どのように
支援を行えばよいのだろう。 

このような悩みは 
       ありませんか？ 

デイサービスで運動を
しているけれど、効果的
にできているのかな。 

？ 腰が痛いと訴えのある利用者には
無理に運動をさせない方がよいの
かな。 
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